
 

 

 

 

 

 

 

京 都 府 水 防 計 画 

新 旧 対 照 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 元 年 度 

改 定 案 

 
 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

組織改正等に伴う改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正等に伴う改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正等に伴う改定 
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第４章 水防組織と機構 

第１節 水防活動の組織 

１ 災害警戒本部・災害警戒支部 

(１) 基本配備 

災害警戒本部の体制 

府民生活部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災 害 対 策 課   ２ 

原子力防災課  

─ ─ 河川課・砂防課 ３ 警備第一課 ２ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 

（災害警戒支部規定による） 土木事務所 ２～３ 

美山主張所 ２ 

京都土木事務所、大野ダム総合管理事務所の体制 

建設交通部 

京都土木事務所 ２～３ 

大野ダム総合管理事務所 ４ 

(２) １号配備 

災害対策本部の体制 

府民生活部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災害対策課  ６ 

原子力防災課 

健康福祉総務課 １ 農村振興課 １ 

河川課・砂防課 ６ 

道路計画課  

道路建設課  ２ 

道路管理課  

警備第一課 ２ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 土木事務所 ４～１１ （災害警戒支部規定による） 

 

 

 

(３) ２号配備 

災害対策本部の体制 

府民生活部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災害対策課  10 

原子力防災課 

健康福祉総務課 ２ 
農村振興課 1 

森作り推進課 1 

河川課・砂防課 11 

道路計画課  

道路建設課  ４ 

道路管理課  

警備第一課 ３ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 土木事務所 ８～２２ （災害警戒支部規定による） 

 

 

 

第４章 水防組織と機構 

第１節 水防活動の組織 

１ 災害警戒本部・災害警戒支部 

(１) 基本配備 

災害警戒本部の体制 

危機管理部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災 害 対 策 課   ２ 

原子力防災課  

─ ─ 河川課・砂防課 ３ 警備第一課 ２ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 土木事務所 ２～３ （洪水警戒体制実施要領による） 

 

 

 

 

 

(２) １号配備 

災害対策本部の体制 

危機管理部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災害対策課  ６ 

原子力防災課 

健康福祉総務課 １ 農村振興課 １ 

河川課・砂防課 ６ 

道路計画課  

道路建設課  ２ 

道路管理課  

警備第一課 ２ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 

土木事務所 ４～１１ 

美山出張所  

舞鶴出張所  ２～４ 

峰山出張所  

（洪水警戒体制実施要領による） 

(３) ２号配備 

災害対策本部の体制 

危機管理部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

防災消防企画課 

災害対策課  10 

原子力防災課 

健康福祉総務課 ２ 
農村振興課 1 

森作り推進課 1 

河川課・砂防課 11 

道路計画課  

道路建設課  ４ 

道路管理課  

警備第一課 ３ 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 

土木事務所 ８～２２ 

美山出張所  

舞鶴出張所  ４～８ 

峰山出張所  

（洪水警戒体制実施要領による） 

 

  水防計画（ 1/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

組織改正等に伴う改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正等に伴う改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府地域防災計画との整

合 

10 
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(４) ３号配備 

災害対策本部の体制 

府民生活部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

災害対策本部設置に備えた体制 

河川課・砂防課  11 

道路計画課 

道路建設課    ４ 

道路管理課 

都市計画課    ２ 

港湾局港湾企画課 ２ 

住宅課      ３ 

管理課      ３ 

その他の課    ８ 

災害対策本部

設置に備えた

体制 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） 土木事務所 ８～２２ （災害警戒支部規定による） 

 

(５) 津波に関する災害警戒本部 

 津波注意報 津波警報・大津波警報 

知 事 室 長   秘 書 課 １ 

職 員 長   人 事 課 １ 

会 計 管 理 者   会 計 課 １ 

総 務 部   総 務 調 整 課 １ 

政 策 企 画 部   企 画 総 務 課 １ 

府 民 生 活 部 防 災 消 防 企 画 課  府 民 総 務 課 １ 

災 害 対 策 課 ６ 防 相 消 防 企 画 課  

原 子 力 防 災 課  災 害 対 策 課 15 

  原 子 力 防 災 課  

文化スポーツ部   文 化 ス ポ ー ツ 総 務 課 １ 

環 境 部   環 境 総 務 課 １ 

健 康 福 祉 部   健 康 福 祉 総 務 課 １ 

商工労働観光部   産 業 労 働 総 務 課 １ 

農 林 水 産 部 水 産 課 １ 農 政 課 １ 

  水 産 課 １ 

建 設 交 通 部 港 湾 局 港 湾 企 画 課 １ 管 理 課 １ 

河 川 課 ・ 砂 防 課 ２ 港 湾 局 港 湾 企 画 課 １ 

  河 川 課 ・ 砂 防 課 ３ 

教 育 委 員 会   総 務 企 画 課 １ 

警 察 本 部 警備第一課 １ 警 備 第 一 課 １ 

 

(６) 災害警戒本部の閉鎖 

災害警戒本部の閉鎖については、危機管理監、府民生活部長、健康福祉部長、農林水産

部長、建設交通部長及び防災監の協議結果を踏まえ知事が決定する。 

（本部長･････知事） 

(４) ３号配備 

災害対策本部の体制 

危機管理部 健康福祉部 農林水産部 建設交通部 警察本部 

災害対策本部設置に備えた体制 

河川課・砂防課  11 

道路計画課 

道路建設課    ４ 

道路管理課 

都市計画課    ２ 

港湾局港湾企画課 ２ 

住宅課      ３ 

管理課      ３ 

その他の課    ８ 

災害対策本部

設置に備えた

体制 

災害警戒支部の体制 

広域振興局 土木事務所 大野ダム総合管理事務所 

（災害警戒支部規定による） （災害警戒支部規定による） (洪水警戒体制実施要領による) 

 

(５) 津波に関する災害警戒本部 

        （最新の状況に差し替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 災害警戒本部の閉鎖 

  災害が発生するおそれが解消したときは、知事が閉鎖を決定する。 

（災害警戒本部長・・・知事） 

 

  
水防計画（ 2/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

京都府地域防災計画との整

合 

 

 

 

 

京都府地域防災計画との整

合 

 

 

 

 

京都府地域防災計画との整

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正等に伴う改定 
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11 
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12 

 

 

(７) 災害警戒支部の設置及び閉鎖 

ア  （略） 

イ  災害警戒支部の設置及び閉鎖については、本部長の指示によるほか、広域振興局長

（支部長）の判断により、本部長の承認を得て設置及び閉鎖を決定する。 

  ウ  （略） 

 

２ 災害対策本部・災害対策支部 

(１) 大雨などのため、相当の被害が発生するおそれがあるとき、又は発生し、危機管理監、

府民生活部長、健康福祉部長、農林水産部長、建設交通部長、警察本部警備部長及び防災

監による協議の結果を踏まえ知事が災害対策本部の設置を決定した場合は、第５項以下の

体制において水防活動を行う。 

 

(２)  災害対策本部の閉鎖については、知事（災害対策本部長）が決定する。 

 

(３) 災害対策支部の設置及び閉鎖 

    ア 災害対策本部の地方組織として、広域振興局長を支部長とする「災害対策支部」を設

置する。 

    イ 災害対策支部の設置及び閉鎖については、本部長の指示によるほか、広域振興局長（支

部長）の判断により、本部長の承認を得て設置及び閉鎖を決定する。 

    ウ 災害対策支部の職員配備については、１号動員は全職員の１／４、２号動員は全職員

の１／２、３号動員は全職員を基本とするが、地域の実情に応じてあらかじめ支部長が

定めるものとする。 

 

３ 災害対策本部建設交通部の組織 

 

災害対策本部長 建設交通部    

（知事） 部 長 建 設 交 通 部 長  監 理 班  

   指 導 検 査 班  

 副部長 建設交通部副部長  用 地 班  

  〃  建設交通部技監  道 路 班  

   港 湾 班  

   交 通 政 策 班  

   河 川 ・ 砂 防 班  

   都 市 計 画 班  

   建 築 指 導 班  

   住 宅 班  

   営 繕 班  

 

 

 

 

(７) 災害警戒支部の設置及び閉鎖 

ア  （略） 

イ  災害警戒支部の設置及び閉鎖については、本部長の指示によるほか、広域振興局長（支

部長）の判断により、本部長との協議を経て決定する。 

  ウ  （略） 

 

２ 災害対策本部・災害対策支部 

(１) 災害対策本部の設置及び閉鎖 

ア 災害対策本部の設置は、暴風雨若しくは大雨のため、相当の被害が発生するおそれがあ

るとき、又は発生したときに知事（災害対策本部長）が決定する。 

イ 被害が拡大するおそれが解消し、応急対策活動がおおむね終了したときは、知事が閉鎖

を決定する。 

(２) 災害対策支部の設置及び閉鎖 

    ア 災害対策本部の地方組織として、応急対策を実施するために必要があるときは、各府広

域振興局管内ごとに府広域振興局長を支部長とする「災害対策支部」を設置する。 

    イ 災害対策支部の設置及び閉鎖は、災害対策本部長の指示に基づき、対策支部長が行うも

のとする。 

    ウ 災害対策支部の組織及び編成、各地域の実情に応じ、対策支部長があらかじめ定めるも

のとする。 

 

 

 

３ 災害対策本部建設交通部の組織 

 

災害対策本部長 建設交通部    

（知事） 部 長 建 設 交 通 部 長  監 理 班  

   指 導 検 査 班  

 副部長 建設交通部副部長  用 地 班  

  〃  建設交通部技監  道 路 班  

   交 通 政 策 班  

   河 川 ・ 砂 防 班  

   都 市 計 画 班  

   水 環 境 対 策 班  

   建 築 指 導 班  

   住 宅 班  

   営 繕 班  

   港 湾 班  

 

 

 

 

  
水防計画（ 3/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

組織改正等に伴う改定 
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４ 建設交通部各班の事務分掌 

班  名 事   務   分   掌 

監理班 １ 関係各部との連絡及び部内各班との連絡調整に関すること。 

２ 部内関係ボランティアの登録、受入及び派遣に関すること。 

指導検査班 １ 公共土木施設等の応急復旧工事の技術指導に関すること。 

用地班 １ 用地事務の指導に関すること。 

２ 被災地における応急的な土地利用情報に関すること。 

道路班 １ 道路、橋梁等の整備点検に関すること。 

２ 道路、橋梁等の情報の把握及び通報に関すること。 

３ 道路、橋梁等の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

４ 道路除雪の情報の把握及び通報に関すること。 

５ 道路除雪対策に関すること。 

６ 都市施設のうち道路の被害調査に関すること。 

港湾班 １ 港湾関係施設及び海岸（国土交通省港湾局所管）関係施設の整備

点検に関すること。 

２ 港湾関係施設及び海岸（国土交通省港湾局所管）の被害状況調査

及び応急復旧に関すること。 

交通政策班 １ 運輸交通機関との連絡調整に関すること。 

河川・砂防班 １ 水防に関すること。 

２ ダム等河川附属物の運用についての指導又は監督に関すること。 

３ 河川・砂防及び海岸（国土交通省水管理・国土保全局所管）関係

施設の整備点検に関すること。 

４ 水防関係情報の把握及び通報に関すること。 

５ 河川・砂防及び海岸（国土交通省水管理・国土保全局所管）の被

害状況調査及び応急復旧に関すること。 

６ 公共土木施設等被害状況の収集整理に関すること。 

７ 公共土木施設等の応急復旧調整に関すること。 

８ 雨量水位観測施設等の運用に関すること。 

９ 調整部及び農村振興班との連絡に関すること。 

10 京都地方気象台並びに近畿地方整備局及びその出先機関に対する

連絡及び要請に関すること。 

都市計画班 １ 都市計画事務の指導に関すること。 

２ 公園等の施設の被害状況調査に関すること。 

建築指導班 １ 被災住宅に対する独立行政法人住宅金融支援機構復旧費の指導に

関すること。 

２ 地震被災建築物の応急危険度判定に関すること 

３ 被災宅地危険度判定に関すること。 

住宅班 １ 府営住宅の応急修理に関すること。 

２ 公営住宅の被害状況調査及び応急復旧の指導に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設計・施工に関すること。 

営繕班 １ 府有建築物の被害状況調査及び応急復旧の指導に関すること。 
 

４ 建設交通部各班の事務分掌 

班  名 事   務   分   掌 

監  理  班 
１ 部内各班の体制の確立及び関係各部との連絡調整に関すること。 

２ 部内関係ボランティアの登録、受入及び派遣に関すること。 

指導検査班 １ 公共土木施設等の応急復旧工事の技術指導に関すること。 

用  地  班 
１ 用地事務の指導に関すること。 

２ 被災地における応急的な土地利用情報に関すること。 

道  路  班 

１ 道路、橋梁等の整備点検に関すること。 

２ 道路、橋梁等及び通行規制の情報の把握及び通報、情報共有、府民・

道路利用者への情報提供に関すること。 

３ 道路、橋梁等の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

４ 道路除雪の情報の把握及び通報に関すること。 

５ 道路除雪対策に関すること。 

６ 交通班との連絡に関すること。 

７ 都市施設のうち道路の被害調査に関すること。 

交通政策班 １ 公共交通関係機関との連絡調整に関すること。 

河川・砂防班 

１ 水防に関すること。 

２ ダム等河川附属物の運用についての指導又は監督に関すること。 

３ 河川・砂防及び海岸（国土交通省水管理・国土保全局所管）関係施

設の整備点検に関すること。 

４ 水防関係情報の把握及び通報に関すること。 

５ 河川・砂防及び海岸（国土交通省水管理・国土保全局所管）の被害

状況調査及び応急復旧に関すること。 

６ 公共土木施設等被害状況の収集整理に関すること。 

７ 公共土木施設等の応急復旧調整に関すること。 

８ 雨量水位観測施設等の運用に関すること。 

９ 調整班及び農村振興班との連絡に関すること。 

10 京都地方気象台及び近畿地方整備局及びその出先機関に対する連絡

及び要請に関すること。 

11 排水ポンプ車に関すること。 

都市計画班 
１ 都市計画事務の指導に関すること。 

２ 公園等の施設の被害状況調査に関すること。 

水環境対策班 

１ 流域下水道施設の運転管理、被害状況調査、雨水幹線に関すること。 

２ 公共の汚水処理施設、市町村の雨水排水施設の被害状況調査に関す 

ること。 

建築指導班 

１ 被災住宅に対する独立行政法人住宅金融支援機構復旧費の指導に関

すること。 

２ 地震被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

３ 被災宅地危険度判定に関すること。 

住  宅  班 

１ 府営住宅の応急修理に関すること。 

２ 公営住宅の被害状況調査及び応急復旧の指導に関すること。 

３ 応急仮設住宅の設計・施工に関すること。 
 

  水防計画（ 4/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 
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第５章 予報及び警報等 

第１節 大雨・洪水に関する予警報等 

１ 気象庁が行う水防活動用予報及び警報 

       （略） 

(１) 予報警報の区域 

（略） 

(２) 予報警報の種類 

  ア～ウ  （略） 

  エ 大雨警報 

       （略） 

基準要素（括弧内は指標） 警報（括弧内は特に警戒すべき事項） 

表面雨量指数 大雨警報（浸水害） 

土壌雨量指数基準 大雨警報（土砂災害） 

※「雨量」、「土壌雨量指数」両方の基準要素に応じた表記は、「大雨警報（土砂災害、浸水害）」

となる 

  オ 大雨特別警報（浸水害）（土砂災害） 

  カ～ク  （略） 

(３) 予報警報の発表基準 

  （略） 

(４) 予報警報の継続・切替・解除 

    ア 注意報・警報は、雨量などが発表基準に達するおそれが生じた場合に随時に発表され、

その種類にかかわらず、解除されるまで継続される。 

 

    イ いずれかの注意報・警報の継続中に新たな発表がされたときは、これまで継続中の注

意報・警報は自動的に、新たな注意報・警報に切替られる。 

  ウ    （略） 

（５）伝達方法等 

  （略） 

 

２ 大雨警報・洪水警報等を補足する情報 

  （略） 

 

 

 

 

 

営  繕  班 １ 府有建築物の被害状況調査及び応急復旧の指導に関すること。 

港  湾  班 

１ 港湾関係施設及び海岸（国土交通省港湾局所管）関係施設の整備点

検に関すること。 

２ 港湾関係施設及び海岸（国土交通省港湾局所管）の被害状況調査及

び応急復旧に関すること。 

 

第５章 予報及び警報等 

第１節 大雨・洪水に関する予警報等 

１ 気象庁が行う水防活動用予報及び警報 

       （略） 

(１) 予報警報の区域 

（略） 

(２) 予報警報の種類 

  ア～ウ  （略） 

  エ 大雨警報 

       （略） 

基準要素 警報（括弧内は特に警戒すべき事項） 

表面雨量指数 大雨警報（浸水害） 

土壌雨量指数 大雨警報（土砂災害） 

※「表面雨量指数」、「土壌雨量指数」両方の基準要素に応じた表記は、「大雨警報（土砂災害、

浸水害）」となる 

  オ 大雨特別警報 

  カ～ク  （略） 

(３) 予報警報の発表基準 

  （略） 

(４) 予報警報の継続・切替・解除 

    ア 注意報は災害が起こるおそれがあると予想される場合に、警報は重大な災害が起こるお

それがあると予想される場合に随時発表され、その種類にかかわらず、解除されるまで継

続される。 

    イ いずれかの注意報・警報の継続中に新たな発表がされたときは、これまで継続中の注意

報・警報は自動的に解除または更新されて、新たな注意報・警報に切り替えられる。 

  ウ    （略） 

(５) 伝達方法等 

  （略） 

 

２ 大雨警報・洪水警報等を補足する情報 

  （略） 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 
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３ 気象情報 

  ア～ウ  （略） 

(１) 台風情報 

ア 台風情報の発表 

台風情報は、京都地方気象台が発表する。 

発表開始の目安は、台風の強さや進行状況によるが、京都府に影響するおそれが強まっ

た（300～600 ㎞に接近）時点とし、影響が弱まった時点での情報には、「終了」の通知を

含めて発表する。 

  イ    （略） 

ウ 台風情報の内容 

台風情報の情報文には、台風の概況・現在位置・進行方向と速度・中心気圧・中心付近

の最大風速（10 分間平均）・最大瞬間風速・暴風域（25ｍ／s以上）・強風域（15ｍ／s

以上）・数時間後の予想位置・暴風についての予想・12時間後、24 時間後などの予報円

と暴風警戒域・雨量の実況・風雨の予想・波浪や高潮の現況と予想・防災上のコメント

等の中から緊要な事項を抽出して報ずる。 

 

(２) 大雨情報 

ア 大雨情報の発表 

大雨情報は、京都地方気象台が発表する。 

大雨情報は、大雨が予想される気象状況について、注意報又は警報発表の予告的情報と

して、また、注意報・警報の継続中に気象状況の変化・降雨の実況と予測・防災上のコ

メント等を報ずる。 

イ 台風情報との関係 

  （略） 

ウ 大雨情報の伝達 

  （略） 

(４) 土砂災害警戒情報 

  （略） 

４ 気象観測所の配置 

（略） 

５ 国土交通大臣が気象庁長官と共同して行う洪水予報 

（略） 

６ 国土交通大臣が行う水防警報 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 気象情報 

ア～ウ  （略） 

(１) 台風情報 

ア 台風情報の発表 

台風情報は、京都地方気象台が発表する。 

発表開始の目安は、台風の強さや進行状況によるが、京都府に影響するおそれが強まっ

た時点とし、影響が弱まった時点での情報には、「終了」の通知を含めて発表する。 

   

イ    （略） 

ウ 台風情報の内容 

台風情報は、台風の強さ、位置等の現状、暴風域、波浪等の現況及びこれらについての

予想、並びに警戒事項等の中から緊要な事項を抽出して報ずる。 

 

 

 

 

(２) 大雨情報 

ア 大雨情報の発表 

大雨情報は、京都地方気象台が発表する。 

イ 内容 

大雨情報は、大雨が予想される気象状況についての注意報・警報の予告または補完のため

に、降雨の実況及び予測並びに警戒事項等を報ずる。 

ウ 台風情報との関係 

  （略） 

エ 大雨情報の伝達 

  （略） 

（４）土砂災害警戒情報 

  （略） 

４ 気象観測所の配置 

（略） 

５ 国土交通大臣が気象庁長官と共同して行う洪水予報 

（略） 

６ 国土交通大臣が行う水防警報 

  （略） 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

 

内閣府「避難勧告等に関す

るガイドライン」の改訂に

基づき、警戒レベル相当情

報を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 
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７ 知事が行う洪水予報 

(１) （略） 

(２) （略） 

(３) 発表の種類及び基準 

種  類 基  準 

氾濫注意情報 

(洪水注意報) 

基準点の水位が、氾濫注意水位（警戒水位）に達し、さらに水位の

上昇が見込まれるとき。 

氾濫警戒情報 

(洪水警報） 

基準点の水位が、一定時間後に氾濫危険水位（特別警戒水位）に達

することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに

水位の上昇が見込まれるとき。 

氾濫危険情報 

(洪水警報) 

基準点の水位が、氾濫危険水位（特別警戒水位）に達したとき。 

氾濫発生情報 

(洪水警報） 

洪水予報区間内で、氾濫が発生したとき。 

 

 

 

(４) (略) 

(５) 浸水想定区域図 

  水防法第14条の規定による浸水想定区域を参考編(394、395頁)に示す。 

各河川の浸水想定区域図は、砂防課、関係土木事務所及び関係市町村で閲覧できる。 

＜参考図＞ 

洪水予報実施区域及び対象水位観測所等を資料編(224、225 頁)に示す。 

 

 

８ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知等 

(１) （略） 

(２) 氾濫危険水位(特別警戒水位)に係る水位情報の通知・周知等 

水防法第 13 条第２項の規定により、河川において洪水により相当な損害を生ずるおそれが

あるものとして指定した河川について、氾濫危険水位（特別警戒水位）に達したとき関係水

防管理者等に通知するとともに、インターネット（京都府ホームページ）等により一般に周

知する。 

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は指

示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知するものとする。 

  なお、氾濫危険水位（特別警戒水位）及び浸水想定区域については、水位情報の通知・周

知を実施する河川において順次設定又は指定を行う。その浸水想定区域図は砂防課及び関係

土木事務所等で閲覧に供する。 

(３) （略）  

(４)  （略） 

 

７ 知事が行う洪水予報 

(１) （略） 

(２) （略） 

(３) 発表の種類及び基準 

種  類 基  準 
警戒レベル 

相当情報 

氾濫注意情報 

(洪水注意報) 

基準点の水位が、氾濫注意水位（警戒水位）に達し

、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

警戒レベル２ 

相当情報 

氾濫警戒情報 

(洪水警報) 

基準点の水位が、一定時間後に氾濫危険水位（特別

警戒水位）に達することが見込まれるとき、あるい

は避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき。 

警戒レベル３ 

相当情報 

氾濫危険情報 

(洪水警報) 

基準点の水位が、氾濫危険水位（特別警戒水位）に

達したとき。 

警戒レベル４ 

相当情報 

氾濫発生情報 

(洪水警報) 

洪水予報区間内で、氾濫が発生したとき。 警戒レベル５ 

相当情報 

 

(４) (略) 

(５) 洪水浸水想定区域図 

洪水予報を実施する河川について、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に

浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定

される水深、浸水継続時間等を公表する。 

洪水予報を実施する河川における洪水浸水想定区域図は、砂防課、関係土木事務所及び関係

市町村で閲覧に供する。（水防法第14条） 

 

８ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知等 

(１) （略） 

(２) 水位周知河川における水位情報の通知・周知等 

水防法第 13 条第２項の規定により、河川において洪水により相当な損害を生ずるおそれがあ

るものとして指定した河川について、氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位及び氾濫危険水

位（特別警戒水位）に達したとき関係水防管理者等に通知するとともに、インターネット（京

都府ホームページ）等により一般に周知する。 

なお、水位周知河川について、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水

が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定され

る水深、浸水継続時間等を公表する。 

その洪水浸水想定区域図は、砂防課及び関係土木事務所等で閲覧に供する 

 

(３) （略）  

(４)  （略） 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

内閣府「避難勧告等に関す

るガイドライン」の改訂に

基づき、警戒レベル相当情

報を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

45 

 

 

(５)  発表及び通知の形式 

水防警報の発表及び水位情報の通知は、別紙様式（資料編 157～165頁、166～167 頁、様

式⑫、⑬）により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 水位情報の通知・周知を行う河川の浸水想定区域図 

   水防法第 14条の規定による浸水想定区域を参考編に示す。 

 

 

 

第２節 地震及び津波に関する予警報 

１ 津波警報等 

  （略） 

 

２ 地震及び津波に関する情報 

    地震及び津波に関する資料や状況を速報するための「地震及び津波に関する情報」は、気  

象庁地震火山部及び大阪管区気象台から発表される。 

 

(１)  地震及び津波に関する情報の種類と内容 

      地震及び津波に関する情報の種類と内容は次のとおりである。 

                         地震及び津波に関する情報の種類と内容 

（表） 

(２)  情報の伝達基準 

      京都地方気象台からの地震及び津波に関する情報の伝達基準は、おおむね次による。 

ア～カ （略） 

(３)  情報の伝達 

京都地方気象台が行う地震及び津波に関する情報の伝達方法は、次による。 

ア 地震及び津波に関する情報は、気象庁地震火山部又は大阪管区気象台から発表される

情報文に京都地方気象台が頭書きを付加して伝達する。ただし、遠地地震の震源・震度

に関する情報及びその他の情報は「そのまま」伝達する。 

また「各地の震度に関する情報」については、京都府で震度１以上を観測した地点を

伝達する。 

イ 地震及び津波に関する情報の伝達手段並びに伝達経路については、資料編（130頁）に

定める。 

 

(５) 発表及び通知の形式 

・発表の種類及び基準 

種  類 基  準 警戒ﾚﾍﾞﾙ相当情報 

氾濫注意情報 
基準点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達した

とき 

警戒レベル２ 

相当情報 

氾濫警戒情報 基準点の水位が避難判断水位に達したとき 警戒レベル３ 

相当情報 

氾濫危険情報 基準点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に達

したとき 

警戒レベル４ 

相当情報 

氾濫発生情報 水位周知区間内で氾濫が発生したとき 警戒レベル５ 

相当情報 

・通知の形式 

  水位情報の通知は、別紙様式（資料編 157～165 頁、166～167 頁、様式⑫、⑬）により行う。 

 

(６) 水位周知河川における洪水浸水想定区域図 

   水位周知河川における洪水浸水想定区域図は、砂防課、関係土木事務所及び関係市町村で

閲覧に供する。（水防法第 14 条） 

 

 

第２節 地震及び津波に関する予警報等 

１ 津波警報等 

     （略） 

 

２ 地震情報及び津波警報等 

    地震及び津波に関する資料や状況を速報するための「地震情報及び津波警報等」は、気  象

庁地震火山部及び大阪管区気象台から発表される。 

 

(１)  地震情報及び津波警報等の種類と内容 

      地震情報及び津波警報等の種類と内容は次のとおりである。 

                         地震情報及び津波警報等の種類と内容 

（表） 

(２)  情報の伝達基準 

      京都地方気象台からの地震情報及び津波警報等の伝達基準は、おおむね次による。 

ア～カ （略） 

(３)  情報の伝達 

京都地方気象台が行う地震情報及び津波警報等の伝達方法は、次による。 

ア 地震情報及び津波警報等は、気象庁地震火山部又は大阪管区気象台から発表される情報

文に京都地方気象台が頭書きを付加して伝達する。ただし、遠地地震の震源・震度に関す

る情報及びその他の情報は「そのまま」伝達する。 

また「各地の震度に関する情報」については、京都府で震度１以上を観測した地点を伝

達する。 

イ 地震情報及び津波警報等の伝達手段並びに伝達経路については、資料編（130 頁）に定め

る。 

 

  水防計画（ 8/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対応の総合的な検証会

議「最終報告書」を踏まえ

た改訂（危機管理型水位計

の追記） 
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第６章 雨量・水位等の観測と通報・公表要領 

第１節 雨量・水位の観測等 

府管理のテレメータによる雨量・水位観測所及び河川防災カメラは、資料「京都府雨量水

位観測所・河川防災カメラ等」(資料編241～248頁）のとおりである。 

雨量・水位観測所の観測データ及び河川防災カメラの画像は、河川情報システムにより土

木事務所等及び河川課・砂防課に自動的に送信される。 

土木事務所等及び河川課・砂防課は、このシステム等を活用し、降雨や河川の状況等の把

握に努めるものとする。 

 

第２節 雨量・水位の通報要領 

１ 雨量・水位の通報  

河川課・砂防課は、府管理の雨量及び水位のデータを、関係気象台及び直轄河川事務所等

から提供される情報とあわせて、京都府雨量水位観測システムにより市町村等に通報する 

水防法第12条第１項の定めによる水防団待機水位（指定水位）を超えているときの水位の

通報は、上記によるものとする。 

なお、上記のほか、水防警報河川以外の河川において水防団待機水位（指定水位）、氾濫

注意水位（警戒水位）を超えたとき又は超える見込みのときは､注意喚起のため、電話又は

ＦＡＸによりその旨を市町村に通報する。 

 

２ 障害時の通報 

無線や観測機器等に障害が生じ、観測データが送信されない場合、土木事務所等は、職員

の現認等により降雨や河川の状況等を把握し、河川課・砂防課及び市町村に通報する。 

通報は、次の要領で行うものとするが、障害の状況等により適宜の内容とする。 

(１) 通報の手段 

ア 電話による通報 

雨量の通報例：「○○雨量観測所の○時現在の時間雨量は○○㎜です。総雨量は○○㎜

です。」 

水位の通報例：「○○川○○水位観測所の水位は、○時現在、○．○○ｍです。」 

                     「○○川○○水位観測所の水位が、○時現在、水防団待機水位（指定水

位）又は氾濫注意水位（警戒水位）を上（下）回り、○．○○ｍです。

（これで、通報を中止します。）」 

イ ＦＡＸによる通報は、観測記録用紙 （資料編 135、136 頁）又は任意様式により行う。 

(２) 通報の時期 

  ア 雨量の通報 

       ・毎正時 

  イ 水位の通報 

・水防団待機水位（指定水位）又は、氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき 

・水防団待機水位（指定水位）に達してから水防団待機水位（指定水位）を下回るま

での間の毎正時  

・水防団待機水位（指定水位）又は、氾濫注意水位（警戒水位）を下回ったとき 

・その他、必要と認められるとき 

 

第６章 雨量・水位等の観測・通報及び公表 

第１節 雨量の観測及び通報 

１ 雨量の観測 

京都府が管理する雨量観測所は、次のとおりである。 

□雨量観測所：資料編241頁～242頁（京都府管理） 

また、府内における国土交通省管理及び気象庁管理の雨量観測所は次のとおりである。 

□雨量観測所：資料編249頁（国土交通省管理） 

□雨量観測所：資料編252頁（気象庁管理） 

 

２ 雨量の通報 

河川課・砂防課は、府管理の雨量データを、関係気象台及び直轄河川事務所等から提供され

る情報とあわせて、京都府雨量水位観測システムにより市町村等に通報する。 

 

３ 障害時の通報 

システムに障害が発生した場合は、以下の要領で電話等により通報するものとする。 

(１) 通報の手段 

ア 電話による通報 

通報例：「〇〇雨量観測所の〇時現在の時間雨量は 

〇〇mmです。総雨量は〇〇mmです。」 

イ ＦＡＸによる通報 

観測記録用紙（資料編135、136頁）又は任意様式により行う。 

(２) 通報の時期 

・毎正時 

(３) 通報の中止 

・水防態勢を解いたとき 

 

第２節 水位の観測及び通報 

１ 水位の観測 

京都府が管理する水位観測所及び河川防災カメラは、次のとおりである。 

□水位観測所(通常水位計)：資料編243頁～244頁(京都府管理) 

□水位観測所(危機管理型水位計)：資料編245～246頁(京都府管理） 

□河川防災カメラ設置箇所 ：資料編247頁～248頁(京都府管理) 

また、府内における国土交通省管理の水位観測所は次のとおりである 

□水位観測所：資料編250頁（国土交通省管理） 

 

２ 水位の通報 

河川課・砂防課は、府管理の水位データ（通常水位計で観測された水位データ）を、関係気

象台及び直轄河川事務所等から提供される情報とあわせて、京都府雨量水位観測システムによ

り市町村等に通報する 

水防法第 12 条第１項の定めによる水防団待機水位（指定水位）を超えているときの水位の通

報は、上記によるものとする。 

 

  水防計画（ 9/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

字句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対応の総合的な検証会

議「最終報告書」を踏まえ

た改訂 
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(3) 通報の中止 

ア 雨量の通報 

・水防態勢を解いたとき 

イ 水位の通報 

・水防団待機水位（指定水位）を下回ったとき 

・氾濫注意水位（警戒水位）以下で、今後の水位上昇が、認められなくなったとき 

・水防態勢を解いたとき 

   以上の場合は、雨量・水位の通報と併せて、通報を中止する旨連絡し、通報を終了する

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 雨量・水位、ダム諸量及び河川防災カメラ画像の公表 

   河川課・砂防課は、府管理の雨量・水位及びダム諸量のデータを、関係気象台及び直轄河

川事務所等から提供される情報とあわせて、常時インターネット(京都府ホームページ)、地

上デジタルデータ放送等により公表する。 

   水防法第12条第２項の定めによる氾濫注意水位(警戒水位)を超えているときの水位の公

表は、上記によるものとする。 

   また、河川防災カメラの画像についても、常時インターネット、地上デジタルデータ放送

により公表する。 

 

 

 

第４節 連絡系統 

（略） 

 

３ 障害時の通報 

無線や観測機器等に障害が生じ、観測データが送信されない場合、土木事務所等は、職員の

現認等により河川の水位状況等を把握し、河川課・砂防課及び市町村等に通報する。 

通報は、次の要領で行うものとするが、障害の状況等により適宜の内容とする 

(１) 通報の手段 

ア 電話による通報 

通報例：「○○川○○水位観測所の水位は、○時現在、○．○○ｍです。」「○○川○○水位

観測所の水位が、○時現在、水防団待機水位（指定水位）又は氾濫注意水位（警

戒水位）を上（下）回り、○．○○ｍです。（これで、通報を中止します。）」 

 イ ＦＡＸによる通報は、観測記録用紙 （資料編 136頁）又は任意様式により行う。 

(２) 通報の時期 

  ・水防団待機水位（指定水位）又は、氾濫注意水位(警戒水位)に達したとき 

  ・水防団待機水位（指定水位）に達してから水防団待機水位（指定水位）を下回るまでの間

の毎正時  

・水防団待機水位（指定水位）又は、氾濫注意水位(警戒水位)を下回ったとき 

・その他、必要と認められるとき 

(３) 通報の中止 

  ・水防団待機水位（指定水位）を下回ったとき 

  ・氾濫注意水位（警戒水位）以下で、今後の水位上昇が、認められなくなったとき 

  ・水防態勢を解いたとき 

 

第３節 雨量・水位、ダム諸量及び河川防災カメラ画像の公表 

河川課・砂防課は、府管理の雨量・水位及びダム諸量のデータを、関係気象台及び直轄河川

事務所等から提供される情報とあわせて、常時インターネット（京都府ホームページ）、地上

デジタルデータ放送等により公表する。 

水防法第12条第2項の定めによる氾濫注意水位（警戒水位）を超えているときの水位の公表

は、上記によるものとする。 

また、河川防災カメラの画像についても、常時インターネット、地上デジタルデータ放送に

より公表する。 

なお、大野ダムについては、放流情報やダム湖カメラ映像等、分かりやすく緊迫感が伝わる

ダム情報を提供する。 

 

第４節 連絡系統 

（略） 

 

  水防計画（ 10/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

災害対応の総合的な検証会

議「最終報告書」を踏まえ

た改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府「避難勧告等に関す

るガイドライン」の改訂に

基づき、警戒レベル相当情

報を追記 

 

 

 

 

災害対応の総合的な検証会

議「最終報告書」を踏まえ

た改訂 
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第７章 ダム・水門等の操作 

１ ダム・水門等 

  水防上重要なダム及び水門等は参考編（２ ダム一覧表、３ 重要水こう門一覧表）のとお

りである。 

ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるととも

に、特に、水防時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報の通知を受けたと

き、又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認めたと

きは、各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

 

 

 

２～３   （略） 

 

第１３章 土砂災害対策 

１～３   （略） 

４ 京都府と京都地方気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報及び京都府土砂災害警戒情報

システムによる監視 

(１) 目的  （略） 

(２) 基準 

   土砂災害警戒情報の発表基準は、警戒基準と警戒解除基準とからなり、以下のとおりとな

る。 

ア 警戒基準は、大雨警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づいて監視基準

に達したときとする。また、その他必要が認められる場合には、京都府建設交通部砂防課

と京都地方気象台が協議のうえ、土砂災害警戒情報を発表する。 

イ    （略） 

 

 

(３)～(４)  （略） 

 

(５) 京都府土砂災害警戒情報システム 

  ア～イ  （略） 

ウ 用語解説 

(ウ) ＣＬ（クリティカルライン） 

この値（線）を越えると土砂災害が発生する可能性が高まる線。過去の土砂災害の実績

をもとに設定した。 

 

 

 

 

 

 

第７章 ダム・水門等の操作 

１ ダム・水門等 

  水防上重要なダム及び水門等は参考編（２ ダム一覧表、３ 重要水こう門一覧表）のとお

りである。 

ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとともに、

特に、水防時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報の通知を受けたと

き、又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認めたと

きは、各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

  なお、大野ダムについては、洪水調節容量を確保するため、暫定対応として事前放流目標水

位を引き下げることとし、実証実験により段階的に目標水位を下げる。 

 

２～３ （略） 

 

第１３章 土砂災害対策 

１～３ （略） 

４ 京都府と京都地方気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報及び京都府土砂災害警戒情報シ

ステムによる監視 

(１) 目的  （略） 

(２) 発表基準 

土砂災害警戒情報の発表基準は、警戒基準と警戒解除基準とからなり、以下のとおりとな

る。 

ア 警戒基準は、大雨警報（土砂災害）発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づ

いて土砂災害警戒情報の発表基準に達したときとする。また、その他必要が認められる場

合には、京都府建設交通部砂防課と京都地方気象台が協議のうえ、土砂災害警戒情報（警

戒レベル４相当情報）を発表する。 

イ    （略） 

 

(３)～(４)  （略） 

 

(５)  京都府土砂災害警戒情報システム 

ア～イ  （略） 

ウ 用語解説 

(ウ) 土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）（クリティカルライン） 

この値（線）を越えると土砂災害が発生する可能性が高まる線であり、過去の土砂災害

の実績をもとに設定している。 

今後、大きな土砂災害が発生した場合には、検証を行ったうえで必要に応じて見直すこ

ととし、精度向上を図ることとする。 

  水防計画（ 11/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

 

 

交通量・通行規制回数等を

時点更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通量・通行規制回数等を

時点更新 
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第１４章 道路防災対策 

第１節 （略） 

第２節 異常気象時における道路通行規制要領 

(１)   （略） 

(２) 通行規制区間及び基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４章 道路防災対策 

第１節 （略） 

第２節 異常気象時における道路通行規制要領 

(１) （略） 

(２) 通行規制区間及び基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成３０年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　国　道 京　都　府（ １／４ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

交通観測点

南丹市美山町深見 落 石 B-1 10840

2 １ ６ ２ 号 南 丹 1.5 1,322 上弓削テレメーター(河) な し なし 1 4.0 45 遮断装置

～京都市境（深見峠） 100 150 土 砂 崩 落 C-1 １箇所

南丹市美山町盛郷 落 石 （府）綾部宮島 A-1 10870

3 １ ６ ２ 号 南 丹 4.0 809 盛郷テレメーター(河) B-1 なし 2 21.5 45 遮断装置

～福井県境（堀越峠） 100 150 土 砂 崩 落 （国）２７号 C-1 １箇所

木津川市山城町上狛 木津テレメーター(河) 落 石 （府）天理加茂木津 B-2 10920

4 １ ６ ３ 号 山城南 1.9 14,334 （山城南土木事務所） なし 1 8.5 45 遮断装置

～加茂町西 100 150 恭仁大橋テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）奈良加茂 C-1 ２箇所

木津川市加茂町井平尾 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 A-1 10930

5 １ ６ ３ 号 山城南 5.9 11,459 な し なし 1 10.5 49 遮断装置

～笠置町笠置 100 150 笠置テレメーター(河) 土 砂 崩 落 B-2 ２箇所

宮津市由良 落 石 A-1 11220

7 １ ７ ８ 号 丹 後 3.1 7,541 西神崎テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）舞鶴宮津 なし 56 遮断装置

～栗田（奈具海岸） 150 200 路 肩 欠 壊 B-2 ２箇所

宮津市里波見 落 石 （府）中波見里波見

8 １ ７ ８ 号 丹 後 7.6 3,260 日出テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）下世屋本庄 B-4 なし 56 11260

～与謝郡伊根町高梨 路 肩 欠 壊 （府）奥波見岩ケ鼻 1 15.0 遮断装置

80 120 （府）久僧伊根 ４箇所

与謝郡伊根町長延 伊根テレメーター(河) 落 石 B-3 11280

9 １ ７ ８ 号 丹 後 7.0 2,712 な し なし 1 4.0 45 遮断装置

～京丹後市丹後町袖志 100 150 宇川テレメーター(河) 土 砂 崩 落 C-2 ３箇所

京丹後市久美浜町坂井 落 石 （国）１７８号 A-1 11490

11 ３ １ ２ 号 丹 後 2.5 7,372 久美浜テレメーター(河) （府）網野峰山 B-2 なし 45 遮断装置

～栃谷（岩手峠） 120 170 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 ２箇所

宮津市字喜多 20 40 宮津天橋立IC(道) 落 石 （府）綾部大江宮津 (宮津本線料金所)

12-1 ３ １ ２ 号 丹 後 （宮津与謝道路） 6.4 1,472 (連続110mmと組合せ) 土 砂 崩 落 （国）１７６号 B-3 なし 1 3.5 H22 遮断装置

～宮津市字須津 70 160 与謝天橋立IC(道) 路 肩 欠 壊 ２箇所

宮津市字須津 20 40 与謝天橋立IC(道) 落 石 （国）３１２号

12-2 ３ １ ２ 号 丹 後 （野田川大宮道路） 4.3 1,472 (連続110mmと組合せ) 土 砂 崩 落 B-4 1 1 3.5 H29 遮断装置

～京丹後市大宮町森本 70 160 水戸谷気象観測装置(道) 路 肩 欠 壊 1箇所

亀岡市西別院町 落 石 （府）茨木亀岡 A-2 11590

13 ４ ２ ３ 号 南 丹 3.0 4,718 亀岡テレメーター(河) （府）柚原向日 なし 45 遮断装置

～曽我部町（法貴峠） 120 150 （旧亀岡土木事務所） 土 砂 崩 落 （府）東掛小林 C-１ ２箇所

亀岡市郷ノ口 落 石 （国）９号,１６２号 B-2 11680

15 ４ ７ ７ 号 南 丹 4.0 1,147 神吉テレメーター(河) （府）園部平屋 なし 1 19.3 45 遮断装置

～京都市右京区嵯峨越畑 80 120 土 砂 崩 落 （府）佐々江下中 C-1 ２箇所

落 石 B-1 11670

16 ４ ７ ７ 号 南 丹 南丹市八木町神吉～京都市境 2.8 584 神吉テレメーター(河) 土 砂 崩 落 な し なし 1 17.0 52 遮断装置

（小畑峠） 100 150 路 肩 欠 壊 １箇所

A-6

 国　　　 　 道　　　　  計 １３　区　間 54.0 B-23 なし 11 106.8 遮断装置

C-9 ２４箇所

　　　　（注）通行規制対象雨量は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

平成３０年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ２／４ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

（ ２ 号 ） 与謝郡与謝野町岩屋 落 石 交通観測点

18 丹 後 1.5 1,760 滝テレメーター(河) （府）加悦但東 B-2 なし 45 40100

宮 津 養 父 線 ～兵庫県境（岩屋峠） 土 砂 崩 落 1 17.0 遮断装置

80 120 ２箇所

（ ３ 号 ） 宇治市槙島町六石山 宇治テレメーター(河) 落 石 （国）２４号 A-1 40120

19 山城北 9.4 1,988 （旧宇治土木事務所） （国）３０７号 なし 2 9.3 45 遮断装置

大 津 南 郷 宇 治 線 ～滋賀県境 80 120 荒木テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）宇治田原大石東 C-2 １箇所

（ ４ 号 ） 相楽郡笠置町南笠置 落 石 （府）奈良笠置 B-2 40150

20 山城南 2.0 748 笠置テレメーター(河) なし 2 38.5 49 遮断装置

笠 置 山 添 線 ～奈良県境 100 150 土 砂 崩 落 （国）３６９号 C-1 ２箇所

（ ５ 号 ） 相楽郡和束町原山 落 石 40170

21 山城南 12.0 1,800 湯船テレメーター(河) な し B-2 なし 1 11.5 45 遮断装置

木 津 信 楽 線 ～滋賀県境 100 150 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ５ 号 ） 木津川市加茂町井平尾 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 40160

22 山城南 3.5 6,171 （府）宇治木屋 B-2 なし 1 10.0 49 遮断装置

木 津 信 楽 線 ～相楽郡和束町長井 100 150 三上山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ９ 号 ） 中丹西 福知山市大江町毛原 大江山テレメーター(河) 落 石 （国）１７６号 40320

23 9.2 2,499 （国）１７５号 B-2 なし 3 54.2 49 遮断装置

綾 部 大 江 宮 津 線 丹 後 ～宮津市岩戸（普甲峠） 100 150 岩戸テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）１７８号 ２箇所

（ １ １ 号 ） 京丹後市久美浜町須地 落 石 B-1 40400

24 丹 後 1.5 2,303 久美浜テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）１７８号 なし 1 4.0 45 遮断装置

香 美 久 美 浜 線 ～兵庫県境（三原峠） 100 150 路 肩 欠 壊 C-2 １箇所

（ ５ ９ 号 ） 船井郡京丹波町角 A-2 41490

25 南 丹 2.4 119 和知川橋テレメーター(河) 落 石 （国）２７号 なし 1 16.8 6 遮断装置

市 島 和 知 線 ～才原 100 150 B-1 ２箇所

（ １ ９ 号 ） 南丹市園部町船岡 落 石 （国）９号 40560

26 南 丹 3.0 8,586 殿田テレメーター(河) A-2 なし 1 15.0 45 遮断装置

園 部 平 屋 線 ～日吉町殿田 100 150 土 砂 崩 落 （府）日吉京丹波 ２箇所

（ ２ １ 号 ） 落 石 （府）田井中田 B-2 40620

27 中丹東 舞鶴市小橋～野原 3.5 952 空山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 なし 3 34.5 45 遮断装置

舞 鶴 野 原 港 高 浜 線 100 120 路 肩 欠 壊 （市）野原大山 C-2 ２箇所

（ ３ ８ 号 ） 南丹市美山町田歌 佐々里テレメーター(河) 落 石 （国）１６２号 B-1 41000

28 南 丹 15.3 63 土 砂 崩 落 なし 2 40.0 49 遮断装置

京 都 広 河 原 美 山 線 ～京都市境（佐々里峠） 80 150 田歌テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 （国）４７７号 C-2 １箇所

（ ５ １ 号 ） 船井郡京丹波町下粟野 落 石 41250

30 南 丹 2.0 993 細谷テレメーター(河) 土 砂 崩 落 な し B-2 なし 1 19.0 45 遮断装置

舞 鶴 和 知 線 ～下乙見 130 150 路 肩 欠 壊 ２箇所

（ ５ １ 号 ） 舞鶴市行永 舞鶴テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）２７号 B-2 41220

31 中丹東 10.0 1,106 （旧舞鶴土木事務所） なし 1 10.5 49 遮断装置

舞 鶴 和 知 線 ～綾部市水梨（菅坂峠） 120 150 八津合テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 （府）小浜綾部 C-1 ３箇所

　　　　（注）通行規制対象雨量は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

令和元年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ２／４ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

（ ２ 号 ） 与謝郡与謝野町岩屋 落 石 交通観測点

18 丹 後 1.5 2,391 滝テレメーター(河) （府）加悦但東 B-2 なし 45 40130
宮 津 養 父 線 ～兵庫県境（岩屋峠） 土 砂 崩 落 3 202.0 遮断装置

80 120 ２箇所

（ ３ 号 ） 宇治市槙島町六石山 宇治テレメーター(河) 落 石 （国）２４号 A-1 40150
19 山城北 9.4 1,904 （旧宇治土木事務所） （国）３０７号 なし 1 86.3 45 遮断装置

大 津 南 郷 宇 治 線 ～滋賀県境 80 120 荒木テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）宇治田原大石東 C-2 １箇所

（ ４ 号 ） 相楽郡笠置町南笠置 落 石 （府）奈良笠置 B-2 40180
20 山城南 2.0 690 笠置テレメーター(河) なし 1 28.0 49 遮断装置

笠 置 山 添 線 ～奈良県境 100 150 土 砂 崩 落 （国）３６９号 C-1 ２箇所

（ ５ 号 ） 相楽郡和束町原山 落 石 40200
21 山城南 12.0 1,715 湯船テレメーター(河) な し B-2 なし 1 32.9 45 遮断装置

木 津 信 楽 線 ～滋賀県境 100 150 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ５ 号 ） 木津川市加茂町井平尾 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 40190
22 山城南 3.5 5,860 （府）宇治木屋 B-2 なし 1 3.8 49 遮断装置

木 津 信 楽 線 ～相楽郡和束町長井 100 150 三上山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ９ 号 ） 中丹西 福知山市大江町毛原 大江山テレメーター(河) 落 石 （国）１７６号 40380
23 9.2 2,050 （国）１７５号 B-2 なし 3 106.3 49 遮断装置

綾 部 大 江 宮 津 線 丹 後 ～宮津市岩戸（普甲峠） 100 150 岩戸テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）１７８号 ２箇所

（ １ １ 号 ） 京丹後市久美浜町須地 落 石 B-1 40510
24 丹 後 1.5 2,340 久美浜テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）１７８号 なし 2 33.5 45 遮断装置

香 美 久 美 浜 線 ～兵庫県境（三原峠） 100 150 路 肩 欠 壊 C-2 １箇所

（ ５ ９ 号 ） 船井郡京丹波町角 A-2 41750
25 南 丹 2.4 109 和知川橋テレメーター(河) 落 石 （国）２７号 なし 1 41.8 6 遮断装置

市 島 和 知 線 ～才原 100 150 B-1 ２箇所

（ １ ９ 号 ） 南丹市園部町船岡 落 石 （国）９号 40710
26 南 丹 3.0 7,831 殿田テレメーター(河) A-2 なし 1 62.0 45 遮断装置

園 部 平 屋 線 ～日吉町殿田 100 150 土 砂 崩 落 （府）日吉京丹波 ２箇所

（ ２ １ 号 ） 落 石 （府）田井中田 B-2 40790
27 中丹東 舞鶴市小橋～野原 3.5 897 空山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 なし 1 6462.3 45 遮断装置

舞 鶴 野 原 港 高 浜 線 100 120 路 肩 欠 壊 （市）野原大山 C-2 ２箇所

（ ３ ８ 号 ） 南丹市美山町田歌 佐々里テレメーター(河) 落 石 （国）１６２号 B-1 41220
28 南 丹 15.3 41 土 砂 崩 落 なし 2 174.0 49 遮断装置

京 都 広 河 原 美 山 線 ～京都市境（佐々里峠） 80 150 田歌テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 （国）４７７号 C-2 １箇所

（ ５ １ 号 ） 船井郡京丹波町下粟野 落 石 41470
30 南 丹 2.0 927 細谷テレメーター(河) 土 砂 崩 落 な し B-2 なし 1 46.0 45 遮断装置

舞 鶴 和 知 線 ～下乙見 130 150 路 肩 欠 壊 ２箇所

（ ５ １ 号 ） 舞鶴市行永 舞鶴テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）２７号 B-2 41440
31 中丹東 10.0 911 （旧舞鶴土木事務所） なし 1 340.5 49 遮断装置

舞 鶴 和 知 線 ～綾部市水梨（菅坂峠） 120 150 八津合テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 （府）小浜綾部 C-1 ３箇所

　　　　（注）通行規制対象雨量は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

令和元年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　国　道 京　都　府（ １／４ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

交通観測点

南丹市美山町深見 落 石 B-1 10900
2 １ ６ ２ 号 南 丹 1.5 1,262 上弓削テレメーター(河) な し なし 1 42.7 45 遮断装置

～京都市境（深見峠） 100 150 土 砂 崩 落 C-1 １箇所

南丹市美山町盛郷 落 石 （府）綾部宮島 A-1 10930
3 １ ６ ２ 号 南 丹 4.0 750 盛郷テレメーター(河) B-1 なし 1 48.0 45 遮断装置

～福井県境（堀越峠） 100 150 土 砂 崩 落 （国）２７号 C-1 １箇所

木津川市山城町上狛 木津テレメーター(河) 落 石 （府）天理加茂木津 B-2 10980
4 １ ６ ３ 号 山城南 1.9 13,695 （山城南土木事務所） なし 1 3.0 45 遮断装置

～加茂町西 100 150 恭仁大橋テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）奈良加茂 C-1 ２箇所

木津川市加茂町井平尾 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 A-1 11030
5 １ ６ ３ 号 山城南 5.9 10,492 な し なし 1 3.0 49 遮断装置

～笠置町笠置 100 150 笠置テレメーター(河) 土 砂 崩 落 B-2 ２箇所

宮津市由良 落 石 A-1 11330
7 １ ７ ８ 号 丹 後 3.1 7,042 西神崎テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）舞鶴宮津 なし 1 53.0 56 遮断装置

～栗田（奈具海岸） 150 200 路 肩 欠 壊 B-2 ２箇所

宮津市里波見 落 石 （府）中波見里波見

8 １ ７ ８ 号 丹 後 7.6 3,244 日出テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）下世屋本庄 B-4 なし 56 11400
～与謝郡伊根町高梨 路 肩 欠 壊 （府）奥波見岩ケ鼻 3 155.5 遮断装置

80 120 （府）久僧伊根 ４箇所

与謝郡伊根町長延 伊根テレメーター(河) 落 石 B-3 11460
9 １ ７ ８ 号 丹 後 7.0 2,439 な し なし 3 86.8 45 遮断装置

～京丹後市丹後町袖志 100 150 宇川テレメーター(河) 土 砂 崩 落 C-2 ３箇所

京丹後市久美浜町坂井 落 石 （国）１７８号 A-1 11670
11 ３ １ ２ 号 丹 後 2.5 7,662 久美浜テレメーター(河) （府）網野峰山 B-2 なし 1 36.0 45 遮断装置

～栃谷（岩手峠） 120 170 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 ２箇所

宮津市字喜多 20 40 宮津天橋立IC(道) 落 石 （府）綾部大江宮津 11680
12-1 ３ １ ２ 号 丹 後 （宮津与謝道路） 6.4 6,038 (連続110mmと組合せ) 土 砂 崩 落 （国）１７６号 B-3 なし 2 23.5 H22 遮断装置

～宮津市字須津 70 160 与謝天橋立IC(道) 路 肩 欠 壊 ２箇所

宮津市字須津 20 40 与謝天橋立IC(道) 落 石 （国）３１２号 11680
12-2 ３ １ ２ 号 丹 後 （野田川大宮道路） 4.3 6,038 (連続110mmと組合せ) 土 砂 崩 落 B-4 1 2 23.5 H29 遮断装置

～京丹後市大宮町森本 70 160 水戸谷気象観測装置(道) 路 肩 欠 壊 1箇所

亀岡市西別院町 落 石 （府）茨木亀岡 A-2 11780
13 ４ ２ ３ 号 南 丹 3.0 3,660 亀岡テレメーター(河) （府）柚原向日 なし 1 689.0 45 遮断装置

～曽我部町（法貴峠） 120 150 （旧亀岡土木事務所） 土 砂 崩 落 （府）東掛小林 C-１ ２箇所

亀岡市郷ノ口 落 石 （国）９号,１６２号 B-2 11880
15 ４ ７ ７ 号 南 丹 4.0 409 神吉テレメーター(河) （府）園部平屋 なし 3 90.5 45 遮断装置

～京都市右京区嵯峨越畑 80 120 土 砂 崩 落 （府）佐々江下中 C-1 ２箇所

落 石 B-1 11860
16 ４ ７ ７ 号 南 丹 南丹市八木町神吉～京都市境 2.8 540 神吉テレメーター(河) 土 砂 崩 落 な し なし 1 4963.0 52 遮断装置

（小畑峠） 100 150 路 肩 欠 壊 １箇所

A-6

 国　　　 　 道　　　　  計 １３　区　間 54.0 B-23 なし 21 6217.5 遮断装置

C-9 ２４箇所

　　　　（注）通行規制対象雨量は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

水防計画（ 12/32 ） 
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平成３０年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ３／４ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

交通観測点

（ ６ ２ 号 ） 綴喜郡宇治田原町郷ノ口 宇治テレメーター(河) 落 石 （国）３０７号 A-1 41500

33 山城北 2.3 6,272 （旧宇治土木事務所） なし 2 25.3 45 遮断装置

宇 治 木 屋 線 ～高尾（宵待橋） 80 120 荒木テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）２４号 B-2 １箇所

（ ６ ２ 号 ） 相楽郡和束町木屋 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 41530

34 山城南 2.0 1,197 （府）木津信楽 B-2 なし 1 13.0 49 遮断装置

宇 治 木 屋 線 ～杣田（木屋峠） 100 150 笠置テレメーター(河) 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ６ ３ 号 ） 福知山市大江町天田内 大雲橋テレメーター(河) 落 石 B-2 41570

35 中丹西 6.3 77 土 砂 崩 落 （国）１７５号 なし 2 38.3 56 遮断装置

山 東 大 江 線 ～福知山市天座 100 150 下野条テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 C-2 ２箇所

（ ６ ５ 号 ） 落 石 41580

36 山城北 京田辺市打田 0.3 1,153 高船テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）生駒精華 B-2 なし 1 12.1 49 遮断装置

生 駒 井 手 線 100 150 路 肩 欠 壊 ２箇所

（ ７ ５ 号 ） 京丹後市弥栄町中山 落 石 （国）１７８号 B-1 41960

37 丹 後 1.8 827 小田テレメーター(河) なし 1 13.0 49 遮断装置

浜 丹 後 線 ～中津 100 150 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 １箇所

（ ７ ９ 号 ） 長岡京市奥海印寺 乙訓テレメーター(河) 落 石 B-2 42100

38 乙 訓 4.0 2,221 （乙訓土木事務所） （国）１７１号 なし 1 7.3 45 遮断装置

伏 見 柳 谷 高 槻 線 ～大阪府境 100 150 正法寺テレメーター(河) 土 砂 崩 落 C-1 ２箇所

（ ８ ２ 号 ） 相楽郡南山城村南大河原 落 石 B-2 42200

39 山城南 11.0 268 北大河原テレメーター(河) （府）月ケ瀬今山 なし 2 27.7 45 遮断装置

上 野 南 山 城 線 ～高尾 80 120 土 砂 崩 落 C-2 ２箇所

A-6

主　要　地　方　道　　　計 ２０　区　間 103.0 B-32 なし 30 417.0 遮断装置

C-17 ３６箇所

　　　　（注）規制基準値は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

平成３０年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　国　道 京　都　府（ 1／３ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

福知山市牧 11060

1-1 １ ７ ５ 号 中丹西 6.7 13,722 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-4 なし Ｈ１７ 遮断装置

福知山市大江町上野 ３箇所

中丹西 福知山市大江町上野 11080

1-2 １ ７ ５ 号 中丹東 14.9 5,068 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-4 3 1 30.5 Ｈ１７ 遮断装置

舞鶴市八田 ９箇所

舞鶴市八田 11090

1-3 １ ７ ５ 号 中丹東 1.7 15,646 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-1 なし 2 8.9 Ｈ１７ 遮断装置

舞鶴市上福井 １箇所

与謝郡与謝野町石川

11 １ ７ ６ 号 丹 後 2.0 19,983 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 （府）宮津養父 A-1 なし 3 27.7 Ｈ２４ 11160

与謝郡与謝野町石川

中丹東 舞鶴市八田

2 １ ７ ８ 号 丹 後 5.1 7,541 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-1 1 1 3.8 Ｈ１７ 11220

宮津市石浦

相楽郡笠置町笠置

10 １ ６ ３ 号 山城南 3.0 9,659 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-2 なし 1 21.3 Ｈ１８ 10940

相楽郡笠置町有市

京丹後市弥栄町黒部

12 ４ ８ ２ 号 丹 後 1.0 5,369 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 （府）間人大宮 A-2 なし 2 31.8 Ｈ２４ 11930

京丹後市弥栄町黒部

 国　　　 　 道　　　　  計 ７　区　間 34.4 A-15 4 10 124.0

上記路線のほか、国道１７６号の一部についても通行規制を実施

平成３０年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　府　道 京　都　府（ ４／４ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

（ ３ ２ １ 号 ） 綴喜郡井手町上井手 落 石 交通観測点

40 山城北 3.0 588 井手テレメーター(河) な し B-2 なし 45 60600

和 束 井 手 線 ～田村新田 土 砂 崩 落 1 16.0 遮断装置

80 120 ２箇所

（ １ ０ ９ 号 ） 福知山市奥榎原 落 石 B-1 60020

42 中丹西 3.0 1,925 上豊富テレメーター(河) （国）４２９号 　 なし 1 19.0 45 遮断装置

福 知 山 山 南 線 ～兵庫県境（穴裏峠） 100 150 土 砂 崩 落 C-2 １箇所

（ ５ ６ １ 号 ） 舞鶴市田井～栃尾 落 石 （府）舞鶴野原港高浜 B-2 61640

43 中丹東 8.0 1,503 空山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 なし 52 遮断装置

田 井 中 田 線 （大山峠） 120 150 路 肩 欠 壊 （市）野原大山 C-2 ２箇所

（ ６ ５ １ 号 ） 与謝郡与謝野町大内 落 石 （国）１７６号 62080

44 丹 後 2.7 851 堂谷橋テレメーター(河) （国）３１２号 B-2 なし 2 40.8 49 遮断装置

大 宮 岩 滝 線 （大内峠） 80 120 土 砂 崩 落 （府）網野岩滝 ２箇所

（ ６ ５ ４ 号 ） 京丹後市弥栄町黒部 落 石 （国）１７８号 B-1 62160

45 丹 後 3.0 588 小田テレメーター(河) なし 1 9.5 49 遮断装置

井 辺 平 線 ～中山 100 150 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 １箇所

（ ６ ５ ４ 号 ） 京丹後市弥栄町田中 小田テレメーター(河) 落 石 （国）１７８号 B-2 62170

46 丹 後 2.8 657 なし 1 13.0 49 遮断装置

井 辺 平 線 ～川久保 80 120 宇川テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 ２箇所

B-10

一　　般　　府　　道　　計 ６　区　間 22.5 なし 6 98.3 遮断装置

C-8 １０箇所

A- 6

都　道　府　県　道　合　計 ２　６　区　間 125.5 B-42 なし 36 515.3 遮断装置

C-25 ４６箇所

　　　　（注）規制基準値は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

令和元年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ３／４ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

交通観測点

（ ６ ２ 号 ） 綴喜郡宇治田原町郷ノ口 宇治テレメーター(河) 落 石 （国）３０７号 A-1 41760
33 山城北 2.3 6,040 （旧宇治土木事務所） なし 1 522.3 45 遮断装置

宇 治 木 屋 線 ～高尾（宵待橋） 80 120 荒木テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）２４号 B-2 １箇所

（ ６ ２ 号 ） 相楽郡和束町木屋 恭仁大橋テレメーター(河) 落 石 41790
34 山城南 2.0 1,137 （府）木津信楽 B-2 なし 0 0.0 49 遮断装置

宇 治 木 屋 線 ～杣田（木屋峠） 100 150 笠置テレメーター(河) 土 砂 崩 落 ２箇所

（ ６ ３ 号 ） 福知山市大江町天田内 大雲橋テレメーター(河) 落 石 B-2 41850
35 中丹西 6.3 64 土 砂 崩 落 （国）１７５号 なし 1 6462.0 56 遮断装置

山 東 大 江 線 ～福知山市天座 100 150 下野条テレメーター(河) 路 肩 欠 壊 C-2 ２箇所

（ ６ ５ 号 ） 落 石 41900
36 山城北 京田辺市打田 0.3 1,226 高船テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （府）生駒精華 B-2 なし 1 32.4 49 遮断装置

生 駒 井 手 線 150 200 路 肩 欠 壊 ２箇所

（ ７ ５ 号 ） 京丹後市弥栄町中山 落 石 （国）１７８号 B-1 42350
37 丹 後 1.8 774 小田テレメーター(河) なし 2 45.0 49 遮断装置

浜 丹 後 線 ～中津 100 150 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 １箇所

（ ７ ９ 号 ） 長岡京市奥海印寺 乙訓テレメーター(河) 落 石 B-2 42500
38 乙 訓 4.0 2,277 （乙訓土木事務所） （国）１７１号 なし 1 62.5 45 遮断装置

伏 見 柳 谷 高 槻 線 ～大阪府境 100 150 正法寺テレメーター(河) 土 砂 崩 落 C-1 ２箇所

（ ８ ２ 号 ） 相楽郡南山城村南大河原 落 石 B-2 42600
39 山城南 11.0 222 北大河原テレメーター(河) （府）月ケ瀬今山 なし 1 17.3 45 遮断装置

上 野 南 山 城 線 ～高尾 80 120 土 砂 崩 落 C-2 ２箇所

（ ８ ０ 号 ） 船井郡京丹波町長野 落 石 10890

47 南 丹 3.3 556 下山テレメーター(国) 土 砂 崩 落 （国）２７号 なし なし 1 43.5 44 遮断装置

日 吉 京 丹 波 線 ～藤ヶ瀬 100 150 路 肩 欠 壊 ２箇所
A-6

主　要　地　方　道　　　計 ２１　区　間 106.3 B-32 なし 27 14804.4 遮断装置

C-17 ３８箇所

　　　　（注）規制基準値は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

令和元年度異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　府　道 京　都　府（ ４／４ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 規　　　制　　　基　　　準 前　年　度

図面 担当事 交通量 規 制 基 準 値（ ㎜ ） 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 通 行 注 意 通 行 止 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時 間 雨 量 時 間 雨 量 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

連 続 雨 量 連 続 雨 量

（ ３ ２ １ 号 ） 綴喜郡井手町上井手 落 石 交通観測点

40 山城北 3.0 544 井手テレメーター(河) な し B-2 なし 45 60650
和 束 井 手 線 ～田村新田 土 砂 崩 落 1 352.8 遮断装置

80 120 ２箇所

（ １ ０ ９ 号 ） 福知山市奥榎原 落 石 B-1 60020
42 中丹西 3.0 1,715 上豊富テレメーター(河) （国）４２９号 　 なし 2 58.2 45 遮断装置

福 知 山 山 南 線 ～兵庫県境（穴裏峠） 100 150 土 砂 崩 落 C-2 １箇所

（ ５ ６ １ 号 ） 舞鶴市田井～栃尾 落 石 （府）舞鶴野原港高浜 B-2 61690
43 中丹東 8.0 1,313 空山テレメーター(河) 土 砂 崩 落 なし 1 68.5 52 遮断装置

田 井 中 田 線 （大山峠） 120 150 路 肩 欠 壊 （市）野原大山 C-2 ２箇所

（ ６ ５ １ 号 ） 与謝郡与謝野町大内 落 石 （国）１７６号 62140
44 丹 後 2.7 797 堂谷橋テレメーター(河) （国）３１２号 B-2 なし 3 99.0 49 遮断装置

大 宮 岩 滝 線 （大内峠） 80 120 土 砂 崩 落 （府）網野岩滝 ２箇所

（ ６ ５ ４ 号 ） 京丹後市弥栄町黒部 落 石 （国）１７８号 B-1 62220
45 丹 後 3.0 544 小田テレメーター(河) なし 2 45.0 49 遮断装置

井 辺 平 線 ～中山 100 150 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 １箇所

（ ６ ５ ４ 号 ） 京丹後市弥栄町田中 小田テレメーター(河) 落 石 （国）１７８号 B-2 62230
46 丹 後 2.8 601 なし 2 180.0 49 遮断装置

井 辺 平 線 ～川久保 80 120 宇川テレメーター(河) 土 砂 崩 落 （国）４８２号 C-2 ２箇所

B-10

一　　般　　府　　道　　計 ６　区　間 22.5 なし 11 803.5 遮断装置

C-8 １０箇所

A- 6

都　道　府　県　道　合　計 ２　７　区　間 128.8 B-42 なし 38 15,607.9 遮断装置

C-25 ４８箇所
　　　　（注）規制基準値は過去48時間の連続降雨量を示す。

　　　　　　　連続降雨量……４時間以内の中断は連続降雨量とみなす。

気象等観測所

令和元年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　国　道 京　都　府（ 1／３ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

福知山市牧 11150
1-1 １ ７ ５ 号 中丹西 6.7 13,572 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-4 なし 2 41.5 Ｈ１７ 遮断装置

福知山市大江町上野 ３箇所

中丹西 福知山市大江町上野 11180
1-2 １ ７ ５ 号 中丹東 14.9 4,749 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-4 3 2 41.5 Ｈ１７ 遮断装置

舞鶴市八田 ９箇所

舞鶴市八田 11200
1-3 １ ７ ５ 号 中丹東 1.7 16,136 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-1 なし 1 38.5 Ｈ１７ 遮断装置

舞鶴市上福井 １箇所

与謝郡与謝野町石川

11 １ ７ ６ 号 丹 後 2.0 21,884 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 （府）宮津養父 A-1 なし 0 0.0 Ｈ２４ 11260
与謝郡与謝野町石川

中丹東 舞鶴市八田

2 １ ７ ８ 号 丹 後 5.1 7,042 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-1 1 1 38.5 Ｈ１７ 11330
宮津市石浦

相楽郡笠置町笠置

10 １ ６ ３ 号 山城南 3.0 9,365 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 A-2 なし 0 0.0 Ｈ１８ 11040
相楽郡笠置町有市

京丹後市弥栄町黒部

12 ４ ８ ２ 号 丹 後 1.0 5,937 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 （府）間人大宮 A-2 なし 1 18.7 Ｈ２４ 12180
京丹後市弥栄町黒部

 国　　　 　 道　　　　  計 ７　区　間 34.4 A-15 4 7 178.7

上記路線のほか、国道１７６号の一部についても通行規制を実施

水防計画（ 13/32 ） 
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平成３０年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ２／３）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

（ １ ０ 号 ） 長岡京市友岡四丁目 (府)西京高槻 交通観測点

20 乙 訓 　　（府道友岡地下道） 0.1 14,769 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 (府）開田長岡京停車場 なし 2 Ｈ２５ 40350

大 山 崎 大 枝 線 長岡京市友岡川原

（ １ ０ 号 ） 長岡京市調子三丁目 (府)奥海印寺納所 40340

25 乙 訓 　　（調子第二地下道） 0.3 6,961 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２６ 遮断装置

大 山 崎 大 枝 線 長岡京市調子二丁目 (府)下植野長岡京 ２箇所

（ 1 ５ 号 ） 宇治市寺山 (府）城陽宇治

26 山城北 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 (府）宇治淀 なし 2 Ｈ２９ 遮断装置

宇 治 淀 線 宇治市寺山 0.3 ２箇所

（ ２ ５ 号 ） 南丹市園部町船岡

21 南 丹 　　（ＪＲ船岡駅北側） 0.1 2,594 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし Ｈ２４ 4065

亀 岡 園 部 線 南丹市園部町船岡

（ ４ ９ 号 ） 京丹後市久美浜町葛野

22 丹後 0.8 1,801 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 1 8.3 Ｈ２４ 41130

久 美 浜 湊 宮 浦 明 線 京丹後市久美浜町鹿野

（ ５ ５ 号 ） 中丹東 舞鶴市上東 1,369 A-1 41360～41380

3 中丹 西 25.7 ～3,448 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 B-2 1 1 66.8 Ｈ１７ 遮断装置

舞 鶴 福 知 山 線 福知山市中 C-2 ２１箇所

（ ７ ７ 号 ） 綾部市川糸町

23 中丹東 　　（川糸アンダーパス） 0.3 6,665 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 なし Ｈ２４ 42020

綾 部 イ ン タ ー 線 綾部市川糸町

（ ７ ９ 号 ） 長岡京市馬場

24 乙　訓 　　（七反田地下道） 0.4 12,577 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 なし Ｈ２４ 42110

伏 見 柳 谷 高 槻 線 長岡京市馬場二丁目

A-1

主　要　地　方　道　　　計 ８　区　間 28.0 B-8 7 2 75.1

C-2

上記路線のほか、綾部大江宮津線、志高西舞鶴線、舞鶴宮津線の一部についても通行規制を実施

（府）西京高槻【高さ制限 有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

平成３０年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　府　道 京　都　府（ ３／３ ）

規　　制　　区　　間 (H22ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

（ ２ ０ ２ 号 ） 向日市森本町 交通観測点

30 乙 訓 　　（前田地下道） 0.3 12,164 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 C-2 2 Ｈ２４ 60060

伏 見 向 日 線 向日市森本町

（ ２ ０ ３ 号 ） 向日市上植野町

31 乙 訓 　　（南小路地下道） 0.2 19,943 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２４ 60070

志 水 西 向 日 停 車 場 線 向日市上植野町

（ ２ ０ ４ 号 ） 長岡京市調子二丁目

32 乙 訓 　　（調子地下道） 0.4 16,430 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２４ 60100

奥 海 印 寺 納 所 線 長岡京市調子三丁目

（ ４ ９ ３ 号 ） 福知山市大江町河守

34 中丹西 　　（ＫＴＲアンダーパス） 0.1 1,578 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 C-2 なし 1 66.2 Ｈ２６ 61350

西 坂 蓼 原 線 福知山市大江町河守

（ ５ ７ １ 号 ） 舞鶴市中山 61760

4-1 中丹東 3.0 4,604 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし 1 1 76.0 Ｈ１７ 遮断装置

西 神 崎 上 東 線 舞鶴市上東 １箇所

（ ５ ６ ９ 号 ） 舞鶴市水間 61730

5 中丹東 1.0 584 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 1 38.0 Ｈ１７ 遮断装置

東 雲 停 車 場 線 舞鶴市中山 １箇所

（ ５ ７ １ 号 ） 舞鶴市油江 61750

4-2 中丹東 3.9 4,947 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし 1 1 76.0 Ｈ１７ 遮断装置

西 神 崎 上 東 線 舞鶴市水間 １箇所

（ ６ ７ ３ 号 ） 京丹後市網野町下岡 （府）浜詰網野

33 丹 後 1.3 5,725 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 3 50.5 Ｈ２４ 62450

浅 茂 川 下 岡 線 京丹後市網野町網野 （国）１７８号

B-4

一　　般　　府　　道　　計 ８　区　間 10.2 6 7 306.7

C-4

A-1

都　道　府　県　道　合　計 １６　区　間 38.2 B-12 7 9 381.8

C-6

上記路線のほか、筈巻牧線、私市大江線、西坂蓼原線、二俣三河線、綾部大江線、金河内地頭線、内宮地頭線、西方寺岡田由里線、念仏峠線、東雲停車場線の一部についても通行規制を実施

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号　（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）大山崎大枝【高さ制限有】

（府）下植野大山崎

令和元年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　主　要　地　方　道 京　都　府（ ２／３）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

（ １ ０ 号 ） 長岡京市友岡四丁目 (府)西京高槻 交通観測点

20 乙 訓 　　（府道友岡地下道） 0.1 13,172 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 (府）開田長岡京停車場 なし 2 Ｈ２５ 40420
大 山 崎 大 枝 線 長岡京市友岡川原

（ １ ０ 号 ） 長岡京市調子三丁目 (府)奥海印寺納所 40410
25 乙 訓 　　（調子第二地下道） 0.3 7,054 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２６ 遮断装置

大 山 崎 大 枝 線 長岡京市調子二丁目 (府)下植野長岡京 ２箇所

（ 1 ５ 号 ） 宇治市寺山 (府）城陽宇治

26 山城北 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 (府）宇治淀 なし 2 Ｈ２９ 遮断装置

宇 治 淀 線 宇治市寺山 0.3 ２箇所

（ ２ ５ 号 ） 南丹市園部町船岡

21 南 丹 　　（ＪＲ船岡駅北側） 0.1 3,041 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし Ｈ２４ 41050
亀 岡 園 部 線 南丹市園部町船岡

（ ４ ９ 号 ） 京丹後市久美浜町葛野

22 丹後 0.8 1,717 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 1 8.5 Ｈ２４ 41350
久 美 浜 湊 宮 浦 明 線 京丹後市久美浜町鹿野

（ ５ ５ 号 ） 中丹東 舞鶴市上東 1,324 A-1 41610～41650
3 中丹西 25.7 ～3,381 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 B-2 1 2 71.5 Ｈ１７ 遮断装置

舞 鶴 福 知 山 線 福知山市中 C-2 ２１箇所

（ ７ ７ 号 ） 綾部市川糸町

23 中丹東 　　（川糸アンダーパス） 0.3 6,361 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 なし Ｈ２４ 42410
綾 部 イ ン タ ー 線 綾部市川糸町

（ ７ ９ 号 ） 長岡京市馬場

24 乙　訓 　　（七反田地下道） 0.4 12,754 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 なし Ｈ２４ 42510
伏 見 柳 谷 高 槻 線 長岡京市馬場二丁目

A-1

主　要　地　方　道　　　計 ８　区　間 28.0 B-8 7 3 80.0
C-2

上記路線のほか、綾部大江宮津線、志高西舞鶴線、舞鶴宮津線の一部についても通行規制を実施

（府）西京高槻【高さ制限 有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

令和元年度特殊通行規制区間及び道路通行規制基準
　道路種別　　一　般　府　道 京　都　府（ ３／３ ）

規　　制　　区　　間 (H27ｾﾝｻｽ) 前　年　度

図面 担当事 交通量 規　　制　　条　　件 道路 道路 通行止実績 指定 備　　考

対照 路 線 名 自      郡市      町村字 延長 危険内容 迂 回 路 情報 モニ 道路交通

番号 務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 （　通　行　止　） 板　 ター 回数 延時間 年度 遮断装置

（ ２ ０ ２ 号 ） 向日市森本町 交通観測点

30 乙 訓 　　（前田地下道） 0.3 13,852 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 C-2 2 Ｈ２４ 60060
伏 見 向 日 線 向日市森本町

（ ２ ０ ３ 号 ） 向日市上植野町

31 乙 訓 　　（南小路地下道） 0.2 18,569 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２４ 60070
志 水 西 向 日 停 車 場 線 向日市上植野町

（ ２ ０ ４ 号 ） 長岡京市調子二丁目

32 乙 訓 　　（調子地下道） 0.4 11,748 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 B-2 2 Ｈ２４ 60110
奥 海 印 寺 納 所 線 長岡京市調子三丁目

（ ４ ９ ３ 号 ） 福知山市大江町河守

34 中丹西 　　（ＫＴＲアンダーパス） 0.1 445 路面冠水深が１５cmに達したとき 冠 水 C-2 なし 2 84.5 Ｈ２６ 61390
西 坂 蓼 原 線 福知山市大江町河守

（ ５ ７ １ 号 ） 舞鶴市中山 61810
4-1 中丹東 3.0 4,939 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし 1 2 68.8 Ｈ１７ 遮断装置

西 神 崎 上 東 線 舞鶴市上東 １箇所

（ ５ ６ ９ 号 ） 舞鶴市水間 61780
5 中丹東 1.0 540 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 2 71.5 Ｈ１７ 遮断装置

東 雲 停 車 場 線 舞鶴市中山 １箇所

（ ５ ７ １ 号 ） 舞鶴市油江 61800
4-2 中丹東 3.9 5,307 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし 1 2 71.5 Ｈ１７ 遮断装置

西 神 崎 上 東 線 舞鶴市水間 １箇所

（ ６ ７ ３ 号 ） 京丹後市網野町下岡 （府）浜詰網野

33 丹 後 1.3 5,885 路面冠水が始まった場合、又は、その危険性が極めて高い場合 冠 水 なし なし 3 60.5 Ｈ２４ 62500
浅 茂 川 下 岡 線 京丹後市網野町網野 （国）１７８号

B-4

一　　般　　府　　道　　計 ８　区　間 10.2 6 11 356.8
C-4

A-1

都　道　府　県　道　合　計 １６　区　間 38.2 B-12 7 14 436.8
C-6

上記路線のほか、筈巻牧線、私市大江線、西坂蓼原線、二俣三河線、綾部大江線、金河内地頭線、内宮地頭線、西方寺岡田由里線、念仏峠線、東雲停車場線の一部についても通行規制を実施

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号

（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）西京高槻【高さ制限有】

（国）１７１号　（府）向日町停車場

（府）上久世石見上里

（府）大山崎大枝【高さ制限有】

（府）下植野大山崎
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年に新たに指定した河川を

追加 

82 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０章 洪水浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための

措置 

１ 洪水対応 

(１) 平成27年水防法に基づく洪水浸水想定区域の指定 

～（略）～ 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

淀 川 

鴨川 H30.5 京都市、八幡市、久御山町 

高野川 H30.5 京都市 

桂川(周山) H30.5 京都市 

弓削川 H30.5 京都市 

山科川 H30.5 京都市、宇治市 

天神川 H30.5 京都市 

小畑川 H30.5 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 

小泉川 H30.5 長岡京市、大山崎町 

大谷川 H30.5 京田辺市、八幡市 

煤谷川 H30.5 精華町、京田辺市 

山田川 H30.5 精華町、木津川市 

井関川 H30.5 木津川市 

赤田川 H30.5 木津川市 

由良川 

高屋川 H30.5 京丹波町 

犀川 H30.5 綾部市 

和久川 H30.5 福知山市 

牧川 H30.5 福知山市 

土師川 H30.5 福知山市 

宮川 H30.5 福知山市 

 

京都府ホームページ公表アドレスは下記のとおりである。 

http://www.pref.kyoto.jp/sabo/1170048959713.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０章 洪水浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措

置 

１ 洪水対応 

(１) 平成27年水防法に基づく洪水浸水想定区域の指定 

 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

淀川 

鴨川 H30.5 京都市、八幡市、久御山町 

高野川 H30.5 京都市 

桂川(周山) H30.5 京都市 

弓削川 H30.5 京都市 

山科川 H30.5 京都市、宇治市 

天神川 H30.5 京都市 

小畑川 H30.5 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 

小泉川 H30.5 長岡京市、大山崎町 

大谷川 H30.5 京田辺市、八幡市 

煤谷川 H30.5 精華町、京田辺市 

山田川 H30.5 精華町、木津川市 

井関川 H30.5 木津川市 

赤田川 H30.5 木津川市 

桂川(中流) H30.10 亀岡市、南丹市 

園部川 H30.10 南丹市 

普賢寺川 H30.10 京田辺市 

犬飼川 H30.10 亀岡市 

田原川 H30.10 京都市、南丹市 

和束川 R1.5 木津川市、和束町 

田原川 R1.5 宇治田原町 

由良川 

高屋川 H30.5 京丹波町 

犀川 H30.5 綾部市 

和久川 H30.5 福知山市 

牧川 H30.5 福知山市 

土師川 H30.5 福知山市 

宮川 H30.5 福知山市 

棚野川 H30.10 南丹市 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年改正後の水防法

に基づく見直しが完了した

河川を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 平成２７年改正前の水防法に基づく浸水想定区域の指定の状況 

～ 略 ～ 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

淀川 

桂川(中流) H20.6 亀岡市、南丹市 

園部川 H20.6 南丹市 

田原川 H25.4 宇治田原町 

和束川 H25.4 木津川市、和束町 

由良川 上林川 H25.4 綾部市 

伊佐津川 伊佐津川 H25.4 舞鶴市 

志楽川 志楽川 H25.4 舞鶴市 

大手川 大手川 H25.4 宮津市 

福田川 福田川 H25.4 京丹後市 

野田川 野田川 H25.4 与謝野町 

竹野川 竹野川 H25.4 京丹後市 

川上谷川 川上谷川 H27.2 京丹後市 

佐濃谷川 佐濃谷川 H25.4 京丹後市 

筒川 筒川 H27.7 伊根町 

宇川 宇川 H25.4 京丹後市 

平成２７年改正前の浸水想定区域図は、京都府建設交通部砂防課及び府土木事務所において閲

覧に供しています。 

 

 

 

 

 

二 級 

河 川 

志楽川 H30.10 舞鶴市 

伊佐津川 H30.10 舞鶴市 

野田川 H30.10 宮津市、与謝野町 

竹野川 H30.10 京丹後市 

福田川 H30.10 京丹後市 

川上谷川 H30.10 京丹後市 

佐濃谷川 H30.10 京丹後市 

京都府ホームページ公表アドレスは下記のとおりである。 

http://www.pref.kyoto.jp/sabo/kouzui_sinsui/kouzuisinsuisouteikuiki.html 

 

(２) 平成２７年改正前の水防法に基づく浸水想定区域の指定の状況 

～ 略 ～ 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

由良川 上林川 H25.4 綾部市 

二 級 

河 川 

大手川 H25.4 宮津市 

筒川 H27.7 伊根町 

宇川 H25.4 京丹後市 

平成２７年改正前の浸水想定区域図は、京都府建設交通部砂防課及び府土木事務所において閲覧

に供しています。 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年 5 月に新たに整備した河

川を追加 

84 

85 

 

 

(３) 災害からの安全な京都づくり条例に基づく洪水浸水想定区域図の公表状況 

～ 略 ～ 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

淀川 

西高瀬川 H30.5 京都市 

岩倉川 H30.5 京都市 

長代川 H30.5 京都市 

御室川 H30.5 京都市 

宇多川 H30.5 京都市 

旧安祥寺川 H30.5 京都市 

安祥寺川 H30.5 京都市 

四宮川 H30.5 京都市 

合場川 H30.5 京都市 

西野山川 H30.5 京都市 

西野山川支川 H30.5 京都市 

藤尾川 H30.5 京都市 

久保川 H30.5 大山崎町 

犬川 H30.5 長岡京市 

善峰川 H30.5 京都市、長岡京市 

芥川 H30.5 京都市 

防賀川 H30.5 八幡市、京田辺市 

馬坂川 H30.5 京田辺市 

手原川 H30.5 京田辺市 

天津神川 H30.5 京田辺市 

遠藤川 H30.5 京田辺市、精華町 

渋谷川 H30.5 木津川市 

乾谷川 H30.5 精華町 

鹿川 H30.5 木津川市 

山松川 H30.5 木津川市 

石部川 H30.5 木津川市 

乾谷川放水路 H30.5 精華町 

井関川放水路 H30.5 木津川市 

由良川 

須知川 H30.5 京丹波町 

弘法川 H30.5 福知山市 

鴫谷川 H30.5 福知山市 

竹田川 H30.5 福知山市 
 

(３) 災害からの安全な京都づくり条例に基づく洪水浸水想定区域図の公表状況 

～ 略 ～ 

水系名 河川名 指定・公表年月 関係市町村 

淀 川 

西高瀬川 H30.5 京都市 

岩倉川 H30.5 京都市 

長代川 H30.5 京都市 

御室川 H30.5 京都市 

宇多川 H30.5 京都市 

旧安祥寺川 H30.5 京都市 

安祥寺川 H30.5 京都市 

四宮川 H30.5 京都市 

合場川 H30.5 京都市 

西野山川 H30.5 京都市 

西野山川支川 H30.5 京都市 

藤尾川 H30.5 京都市 

久保川 H30.5 大山崎町 

犬川 H30.5 長岡京市 

善峰川 H30.5 京都市、長岡京市 

芥川 H30.5 京都市 

防賀川 H30.5 八幡市、京田辺市 

馬坂川 H30.5 京田辺市 

手原川 H30.5 京田辺市 

天津神川 H30.5 京田辺市 

遠藤川 H30.5 京田辺市、精華町 

渋谷川 H30.5 木津川市 

乾谷川 H30.5 精華町 

鹿川 H30.5 木津川市 

山松川 H30.5 木津川市 

石部川 H30.5 木津川市 

乾谷川放水路 H30.5 精華町 

井関川放水路 H30.5 木津川市 

鬼灯川 H30.10 京田辺市 

古川 H30.10 京都市、宇治市、城陽市、久御山町 

名木川 H30.10 宇治市、久御山町 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年 5 月に新たに整備した河

川を追加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追 加） 

 

淀 川 

井川 H30.10 宇治市 

堂ノ川 H30.10 京都市、宇治市 

弥陀次郎川 H30.10 京都市、宇治市 

戦川 H30.10 宇治市 

新田川 H30.10 宇治市 

志津川 H30.10 宇治市 

笠取川 H30.10 宇治市 

鵜ノ川 H30.10 亀岡市 

西川 H30.10 亀岡市 

年谷川 H30.10 亀岡市 

雑水川 H30.10 亀岡市 

曽我谷川 H30.10 亀岡市 

愛宕谷川 H30.10 亀岡市 

七谷川 H30.10 亀岡市 

古川 H30.10 亀岡市 

山内川 H30.10 亀岡市 

菰川 H30.10 亀岡市 

法貴谷川 H30.10 亀岡市 

千々川 H30.10 亀岡市 

東所川 H30.10 南丹市 

三俣川 H30.10 亀岡市、南丹市 

官山川 H30.10 南丹市 

馬田川 H30.10 南丹市 

天神川 H30.10 南丹市 

陣田川 H30.10 南丹市 

半田川 H30.10 南丹市 

本梅川 H30.10 亀岡市、南丹市 

八田川 H30.10 南丹市 

音羽川 H30.10 亀岡市 

神田川 H30.10 亀岡市 

北川 H30.10 亀岡市 

門口川 R1.5 宇治田原町 

犬打川 R1.5 宇治田原町 

符作川 R1.5 宇治田原町 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年 5 月に新たに整備した河

川を追加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追 加） 

 

淀 川 

糖塚川 R1.5 宇治田原町 

大導寺川 R1.5 宇治田原町 

禅定寺川 R1.5 宇治田原町 

石詰川 R1.5 宇治田原町 

奥山田川 R1.5 宇治田原町 

里川 R1.5 宇治田原町 

仙田川 R1.5 和束町 

南川 R1.5 和束町 

中村川 R1.5 和束町 

門前川 R1.5 和束町 

谷山川 R1.5 和束町 

椎原川 R1.5 和束町 

胡麻川 R1.5 南丹市 

志和賀川 R1.5 南丹市 

海老谷川 R1.5 南丹市 

室谷川 R1.5 南丹市 

中世木川 R1.5 南丹市 

由良川 

須知川 H30.5 京丹波町 

弘法川 H30.5 福知山市 

鴫谷川 H30.5 福知山市 

竹田川 H30.5 福知山市 

荒倉川 H30.10 綾部市 

安場川 H30.10 綾部市 

田野川 H30.10 綾部市 

雲原川 R1.5 福知山市 

玉川 R1.5 福知山市 

北原川 R1.5 福知山市 

加津良川 R1.5 福知山市 

榎原川 R1.5 福知山市 

堺川 R1.5 福知山市 

相長川 R1.5 福知山市 

法川 R1.5 福知山市 

大谷川 R1.5 福知山市 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年 5 月に新たに整備した河

川を追加 

  

 

 

 

 

（追  加） 

 

二 級 

河 川 

堀川 H30.10 舞鶴市 

鹿原川 H30.10 舞鶴市 

祖母谷川 H30.10 舞鶴市 

与保呂川 H30.10 舞鶴市 

椿川 H30.10 舞鶴市 

菅坂川 H30.10 舞鶴市 

天清川 H30.10 舞鶴市 

池内川 H30.10 舞鶴市 

青谷川 H30.10 舞鶴市 

米田川 H30.10 舞鶴市 

高野川 H30.10 舞鶴市 

女布川 H30.10 舞鶴市 

吉永川 H30.10 京丹後市 

力石川 H30.10 京丹後市 

徳良川 H30.10 京丹後市 

鳥取川 H30.10 京丹後市 

溝谷川 H30.10 京丹後市 

芋野川 H30.10 京丹後市 

小西川 H30.10 京丹後市 

鱒留川 H30.10 京丹後市 

久次川 H30.10 京丹後市 

善王寺川 H30.10 京丹後市 

大谷川 H30.10 京丹後市 

常吉川 H30.10 京丹後市 

久住川 H30.10 京丹後市 

新庄川 H30.10 京丹後市 

三原川 H30.10 京丹後市 

長野川 H30.10 京丹後市 

円頓寺川 H30.10 京丹後市 

永留川 H30.10 京丹後市 

芦原川 H30.10 京丹後市 

伯耆谷川 H30.10 京丹後市 

香河川 H30.10 与謝野町 

奥山川 H30.10 与謝野町 
 

  水防計画（ 20/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

平成 30 年 10 月及び令和元

年 5 月に新たに整備した河

川を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対応の総合的な検証会

議「最終報告書」を踏まえ

た改訂 
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（追  加） 

 

 

 

また、京都府ホームページ公表アドレスは下記のとおりである 

http://www.pref.kyoto.jp/sabo/kouzui_sinsui/kouzuisinsuisouteikuiki.html 

 

(４) 洪水ハザードマップ 

（略） 

 

(５) 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

（略） 

 

(６) 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 級 

河 川 

水戸川 H30.10 与謝野町 

岩屋川 H30.10 与謝野町 

加悦奥川 H30.10 与謝野町 

温江川 H30.10 与謝野町 

桜内川 H30.10 与謝野町 

滝川 H30.10 与謝野町 

また、京都府ホームページ公表アドレスは下記のとおりである、 

http://www.pref.kyoto.jp/sabo/kouzui_sinsui/kouzuisinsuisouteikuiki.html 

 

(４) 洪水ハザードマップ 

（略） 

 

(５) 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

（略） 

 

(６) 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 

（略） 

  なお、避難確保計画の作成が義務付けられた要配慮者利用施設に対し、講習会を開催するなど

避難確保計画作成を促進する。 

 

 

 

 

  水防計画（ 21/32 ） 



改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 

 

 

 

内閣府「避難勧告等に関す

るガイドライン」の改訂に

基づき、警戒レベル相当情

報を追記 
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＜参  考＞ 

「水防計画 資料編」の変更箇所であるが、警戒レベルを付与した主な発表形式を以下に示す。 

 

淀川水系 鴨川・高野川氾濫注意情報発表形式 

（１枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参  考＞ 

「水防計画 資料編」の変更箇所であるが、警戒レベルを付与した主な発表形式を以下に示す。 

 

淀川水系 鴨川・高野川氾濫注意情報発表形式 

（１枚目） 
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改 定 理 由 頁 現   行 改  定  案 
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淀川水系 鴨川・高野川氾濫注意情報発表形式 

（２枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水系 鴨川・高野川氾濫注意情報発表形式 

（２枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水防計画（ 23/32 ） 


